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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する

法律の一部を改正する法律の施行に当たっての留意事項について（通達） 

本年６月17日に成立した、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等

の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第47号。以下

「改正法」という。）が、本日公布された。 

改正法は、近年、ドローンの性能が飛躍的に向上しているほか、利活用の場

が広がり、入手が容易となっていることから、ドローンが、テロリストやロー

ン・オフェンダー等に悪用される事案の発生が懸念される中、技術の進展に伴

う危険なドローン飛行への対策を強化するため、その上空において小型無人機

等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大す

るとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上

空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設けること等

 を内容とするものである。

改正法は、本年７月14日から施行されるところ、その概要及び運用上の留意

事項については、下記のとおりであるので、その円滑な施行に向けて、効果的

な広報啓発活動を推進するとともに、小型無人機等の利活用に配慮しつつ、改

正法による改正後の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の

禁止に関する法律（平成28年法律第９号）を適切に運用し、重要施設に対する

 危険の未然防止に万全を期されたい。

 記

１　改正法の概要 

 (1)　対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲の拡大

対象施設周辺地域として指定すべき地域を、対象施設の敷地又は区域及

びその周囲おおむね千メートルの地域とする。（第３条第２項、第３条の

２第２項、第４条第２項、第５条第２項、第６条第２項、第７条第２項及

 び第８条第２項関係）



 (2)　対象施設の追加

ア　天皇又は内閣総理大臣の所在する施設を、警察庁長官が天皇又は内閣

総理大臣の安全を確保するために必要な期間を定めて対象特別要人所在

施設として指定することができることとし、これを対象施設とする。（第

 ３条の２関係）

イ　外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議

場施設その他の施設を、外務大臣が当該国際会議の円滑な準備又は運営

のために必要な期間を定めて対象外国公館等として指定することができ

ることとする。（第５条関係） 

 (3)　対象施設の安全の確保のための措置に関する規定の整備

対象施設に対する危険を未然に防止するための措置をとることを命ぜら

れた者が当該措置をとらないとき等において警察官がとることができる措

置に、対象施設の管理者その他関係者に対し必要な措置をとることを命ず

ることが含まれることを明確化する。（第11条第２項関係） 

 (4)　罰則の創設

対象施設周辺地域の上空（対象施設及びその指定敷地等の上空を除く。）

で小型無人機等の飛行を行った者に対する罰則を設ける。（第14条関係） 

 (5)　その他

 その他所要の規定の整備を行う。

 (6)　施行期日等

ア　改正法は、一部の規定を除き、公布の日から起算して20日を経過した

日から施行する。（附則第１項関係） 

イ　改正法の経過措置等について定める。（附則第２項及び第３項関係） 

２　留意事項 

改正法が付託された衆議院及び参議院の内閣委員会において、別添の附帯

決議がなされたことを踏まえ、改正法の施行に当たっては、次の点に留意す

 ること。

 (1)　違法な小型無人機等の飛行への対策の徹底

前記１(1)及び(4)の改正を踏まえ、必要な対処資機材の整備を推進し、

情勢に応じた所要の警戒警備態勢を確立した上で、違法な小型無人機等の

飛行を認知した場合には、迅速・的確に対象施設の安全の確保のための措

置をとるとともに、必要な捜査を尽くし、法と証拠に基づき適切に対処す

 ること。

また、前記１(3)の改正を踏まえ、対象施設の管理者及び対象施設の警

備業務に従事する者との連携を一層強化し、違法な小型無人機等の飛行に

対し、迅速・的確かつ効果的な対処を行うことにより、対象施設の安全の

 確保に万全を期すこと。



 (2)　効果的な広報啓発活動の推進

改正法の円滑な施行に向けて、対象施設の管理者、小型無人機等の販売

事業者、関係機関・団体等と連携しながら、改正法の内容及び対象施設周

辺地域の具体的な範囲並びに対象施設周辺地域の上空において適法に小型

無人機等の飛行を行うための手続を分かりやすく周知するための効果的な

 広報啓発活動を推進すること。

また、外国人観光客を含む小型無人機等の利用者に対する効果的な周知

を図るため、多言語対応の情報提供の実施状況、違反発生状況等を踏まえ、

 適時適切に広報啓発活動の見直しを行うこと。

 (3)　職員に対する指導・教養の徹底

小型無人機等の利活用に配慮し、対象施設周辺地域の上空において適法

に小型無人機等の飛行を行うための手続が迅速かつ円滑に行われるよう、

対象施設の警戒警備に従事する職員及び小型無人機等の飛行に係る通報手

 続に従事する職員に対する指導・教養を徹底すること。



 別 添

 

○ 　 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の

 一部を改正する法律案に対する附帯決議（令和８年５月22日衆議院内閣委員会）

政 府 は 、 本 法 の 施 行 に 当 た っ て は 、 次 の 事 項 を 遵 守 し つ つ 、 運 用 す べ き で

 あ る 。

一 　 そ の 上 空 に お い て 小 型 無 人 機 等 の 飛 行 が 禁 止 さ れ る 対 象 施 設 周 辺 地 域 と

し て 指 定 す べ き 地 域 の 範 囲 に つ い て 、 い わ ゆ る 「 イ エ ロ ー ゾ ー ン 」 の 範 囲

が 拡 大 す る と と も に 、 イ エ ロ ー ゾ ー ン 上 空 に お け る 小 型 無 人 機 等 の 違 法 な

飛 行 に 対 し 、 そ の 事 実 の み を も っ て 直 ち に 罰 則 が 科 さ れ る こ と に 鑑 み 、 小

型 無 人 機 等 の 販 売 店 、 関 係 機 関 ・ 団 体 、 都 道 府 県 警 察 等 と 連 携 し な が ら 、

 効 果 的 な 広 報 啓 発 活 動 を 推 進 し 、 そ の 周 知 を 徹 底 す る こ と 。

二 　 対 象 施 設 の 安 全 の 確 保 の た め の 措 置 に つ い て は 、 警 察 官 と 対 象 施 設 の 管

理 者 等 の 役 割 分 担 を 整 理 し た 上 で 対 象 施 設 の 管 理 者 等 と 連 携 し た 効 果 的 な

対 処 に よ っ て 、 対 象 施 設 の 安 全 を 確 保 す る こ と 。 ま た 、 小 型 無 人 機 等 に 対

処 す る た め の 資 機 材 の 導 入 、 人 員 の 確 保 な ど 原 子 力 事 業 所 を 始 め と す る 対

象 施 設 の 管 理 者 に 一 定 の 負 担 が 生 じ 得 る こ と を 踏 ま え 、 国 に お い て 必 要 な

 助 言 、 支 援 等 を 行 う こ と 。

三 　 本 法 に よ る 規 制 の 強 化 に 伴 い 、 小 型 無 人 機 等 の 飛 行 に 係 る 同 意 取 得 及 び

通 報 手 続 の 増 加 が 見 込 ま れ る と こ ろ 、 必 要 な 手 続 が 迅 速 か つ 円 滑 に 行 わ れ

る よ う 、こ れ ら の 手 続 に 従 事 す る 者 に 対 し 必 要 な 指 導 、助 言 等 を 行 う こ と 。

ま た 、 通 報 等 の 手 続 や そ の 窓 口 等 に つ い て 、 分 か り や す く 広 報 ・ 周 知 を 行

 う こ と 。

四 　 本 法 が 定 め る 国 内 要 人 が 出 席 す る 行 事 会 場 や 外 国 要 人 が 参 加 す る 国 際 会

議 の 準 備 又 は 運 営 の た め の 会 議 場 施 設 等 を 、 対 象 特 別 要 人 所 在 施 設 や 対 象

外 国 公 館 等 と し て 指 定 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 指 定 基 準 を 定 め る

と と も に 、 そ の 指 定 の 必 要 性 及 び 指 定 期 間 に つ い て 慎 重 な 検 討 が 行 わ れ 、

 必 要 な 限 度 を 超 え る 規 制 と な ら な い よ う に す る こ と 。

五 　 多 様 な 分 野 に お け る 小 型 無 人 機 等 の 利 活 用 の 促 進 と の 調 和 を 図 り 、 国 民

の 権 利 及 び 自 由 に 対 す る 過 度 な 制 約 と な ら な い よ う 、 技 術 開 発 の 動 向 や 国

際 的 な 議 論 を 踏 ま え た 適 切 な 規 制 の 在 り 方 に つ い て 、 引 き 続 き 調 査 及 び 検

討 を 行 う こ と 。



○ 　 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の

 一部を改正する法律案に対する附帯決議（令和８年６月16日参議院内閣委員会）

政 府 は 、 本 法 の 施 行 に 当 た り 、 次 の 諸 点 に つ い て 適 切 な 措 置 を 講 ず る べ き

 で あ る 。

一 　 そ の 上 空 に お い て 小 型 無 人 機 等 の 飛 行 が 禁 止 さ れ る 対 象 施 設 周 辺 地 域 と

し て 指 定 す べ き 地 域 の 範 囲 に つ い て 、 い わ ゆ る 「 イ エ ロ ー ゾ ー ン 」 の 範 囲

が 拡 大 す る と と も に 、 イ エ ロ ー ゾ ー ン 上 空 に お け る 小 型 無 人 機 等 の 違 法 な

飛 行 に 対 し 、 そ の 事 実 の み を も っ て 直 ち に 罰 則 が 科 さ れ る こ と に 鑑 み 、 小

型 無 人 機 等 の 販 売 店 、 関 係 機 関 ・ 団 体 、 都 道 府 県 警 察 等 と 連 携 し な が ら 、

効 果 的 な 広 報 啓 発 活 動 を 推 進 し 、規 制 内 容 の 周 知 を 徹 底 す る こ と 。さ ら に 、

外 国 人 観 光 客 を 含 む 小 型 無 人 機 等 の 利 用 者 に 対 す る 規 制 内 容 の 効 果 的 な 周

知 を 図 る た め 、 多 言 語 対 応 の 情 報 提 供 の 実 施 状 況 、 違 反 発 生 状 況 等 を 踏 ま

え た 客 観 的 な 効 果 検 証 を 継 続 的 に 行 い 、 そ の 結 果 を 当 該 広 報 啓 発 活 動 の 見

 直 し に 当 た り 適 時 適 切 に 反 映 さ せ る こ と 。

二 　 飛 躍 的 に 性 能 が 向 上 し た 小 型 無 人 機 と 異 な り 、 気 球 を 始 め と し た 特 定 航

空 用 機 器 を 用 い た 飛 行 に つ い て は 、 風 向 風 速 の 急 変 そ の 他 の や む を 得 な い

事 情 に よ り 、 予 期 せ ず イ エ ロ ー ゾ ー ン 上 空 に お け る 飛 行 が 行 わ れ る こ と と

 な っ た 場 合 に 係 る 本 法 の 柔 軟 な 運 用 に 努 め る こ と 。

三 　 本 法 に よ る 規 制 の 強 化 に 伴 い 、 小 型 無 人 機 等 の 飛 行 に 係 る 同 意 取 得 及 び

通 報 手 続 の 増 加 が 見 込 ま れ る と こ ろ 、 必 要 な 手 続 が 迅 速 か つ 円 滑 に 行 わ れ

る よ う 、 こ れ ら の 手 続 に 従 事 す る 警 察 職 員 等 に 対 し 必 要 な 指 導 、 助 言 等 を

行 う と と も に 、 通 報 等 の 手 続 や そ の 窓 口 等 に つ い て 、 分 か り や す く 広 報 ・

周 知 を 行 う こ と 。 特 に 、 対 象 施 設 の 管 理 者 の 同 意 取 得 手 続 に つ い て は 、 農

薬 散 布 の よ う に 、 一 定 期 間 反 復 継 続 し て 行 う 小 型 無 人 機 等 の 飛 行 に つ い て

 包 括 的 な 同 意 を 認 め る な ど の 弾 力 的 な 運 用 が 行 わ れ る よ う に 努 め る こ と 。

四 　 本 法 が 定 め る 国 内 要 人 が 出 席 す る 行 事 会 場 や 外 国 要 人 が 参 加 す る 国 際 会

議 の 準 備 又 は 運 営 の た め の 会 議 場 施 設 等 を 、 対 象 特 別 要 人 所 在 施 設 や 対 象

外 国 公 館 等 と し て 指 定 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 指 定 基 準 を 定 め る

と と も に 、 そ の 指 定 の 必 要 性 及 び 指 定 期 間 に つ い て 慎 重 に 検 討 を 行 い 、 必

要 な 限 度 を 超 え る 規 制 と な ら な い よ う に す る こ と 。 ま た 、 そ の 運 用 に 当 た

 っ て は 、 関 係 す る 地 方 公 共 団 体 と 緊 密 な 連 携 を 図 る こ と 。

五 　 対 象 施 設 の 安 全 の 確 保 の た め の 措 置 に つ い て は 、 警 察 官 と 対 象 施 設 の 管

理 者 等 の 役 割 分 担 を 整 理 し た 上 で 対 象 施 設 の 管 理 者 等 と 連 携 し た 効 果 的 な

対 処 に よ っ て 、 対 象 施 設 の 安 全 を 確 保 す る こ と 。 ま た 、 小 型 無 人 機 等 に 対

処 す る た め の 資 機 材 の 導 入 、 人 員 の 確 保 な ど 原 子 力 事 業 所 を 始 め と す る 対

象 施 設 の 管 理 者 に 一 定 の 負 担 が 生 じ 得 る こ と を 踏 ま え 、 国 に お い て 必 要 な

 助 言 、 支 援 等 を 行 う こ と 。

六 　 内 外 に お け る 小 型 無 人 機 等 及 び 対 処 資 機 材 に 関 す る 最 新 の 技 術 動 向 に つ

い て 情 報 収 集 に 努 め 、 そ の 知 見 を 踏 ま え 、 重 大 事 案 の 未 然 防 止 に 資 す る た

 め の 対 処 資 機 材 の 整 備 や そ の 更 新 を 適 時 適 切 に 推 進 す る こ と 。

七 　 多 様 な 分 野 に お け る 小 型 無 人 機 等 の 利 活 用 の 促 進 と の 調 和 を 図 り 、 国 民

の 権 利 及 び 自 由 に 対 す る 過 度 な 制 約 と な ら な い よ う 、 技 術 開 発 の 動 向 や 国

際 的 な 議 論 を 踏 ま え た 適 切 な 規 制 の 在 り 方 に つ い て 、 引 き 続 き 調 査 及 び 検

討 を 行 う こ と 。


